
通行人の主婦を襲う　「通り魔 / 当り屋　犯罪企業一味」
第１、２次襲撃　（現場 当り屋行為後）
示談、調停 襲撃と襲われた主婦側防戦の記録 
関連資料群 --- ｶｰﾒｰｶの命令があると保険会社はこの手口でやります。

　 資料INDEX

j 日本興亜損保㈱押付問答集 / 襲撃１
通り魔重工業総務部に連絡したら直ぐに身代わりのﾊﾟｼﾘ、当り屋
保険が出てきました。

H24.3.22

見え見えの黒の企業群 押付け圧力です。 -  H24/4/26
せっかく逃げ切ったのに、通り魔重工業に命令されて犯罪に着手です。
(示談なんて逃げ切ってもういらないのに、なぜわざわざ犯罪行為して
支払いに来たのか意味不明ですが。)

k 貴裁判所　調停事件について / 襲撃２

調停申立すれば何も確認しないで犯罪者の言うまま共犯を犯す
裁判所に聞いてみました。 ---当然無回答。
判決後再度事務官に資料を提示して聞くと。 --- 裁判所は規則
どおり手続きしただけだから相手に訴訟してだそうな、治外法権。
黙れ、犯罪者共犯の罪犯所。（頼まれて殺せば嘱託殺人だぞ）

l 調停期日呼出状 犯罪者共犯の罪犯所 / 罰則付き呼出状　--- 虚偽事実に基づく呼出 H23/7/1
m 調停申立書 犯罪者一味の調停申立書 / 詐欺内容 H23/6/27
n 調停申立書に対する反論 犯罪者一味の調停申立書 / 詐欺内容への反論 2011.9.10
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「当り屋保険」の襲撃　襲撃1 --- 虚偽事故、架空保険示談強要　襲撃2 --- 裁判所調停悪用（活用）、詐欺弁護士起用、当り屋詐欺
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資料　j
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いきなり、再度びっくり　電話で保険会社が条件を見てくれ、といいながら　こちらが解決を頼んだと人のせいにしてきたぞ。
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当て逃げされ、直ぐに修理したいから何度も連絡した際に逃げて回って被害車両を修理させなかった保険会社はお前だ、日本興亜損保・当り屋保険。
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本当に失礼な犯罪者だ
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被害者の当然の善意に基づく最小限の正しい請求
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認めるとか偉そうな言い方するな詐欺会社、当り屋保険
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詐欺、当り屋保険の「適正な解決」とは実際とは無関係の事故を捏造、別の事故損傷を便乗見積、別の車の保険を事故から１ヶ月後に付替え、これを被害者に強要詐取することらしい。
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これも実は嘘、別車の別保険事故後付替えだった。
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最初逃げて、後全部嘘押付なんて無いと思うけどこいつら毎日やってるから、当たり前の作業。
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前向きな対応とは：事故捏造、詐欺保険会社の嘘の押し付けに屈服しろという連絡。このご理解は普通出来ませんよね。弱者、家庭の主婦は”企業ﾃﾛ一味”に負けません。此処は日本国。

XP USER
テキストボックス
犯罪者の押付けを弱者の主婦が賢察できるか？　ん！



SHIMODA
テキストボックス
破廉恥一味め、再度此処は日本国、名誉ある親王国、「上野の国」だ。通行の安全は沽券にかけて皆で守るぞ。
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いやだよ、当り屋詐欺保険の横車に遣られませんよ。



2011 年 5 月 30 日 
崎法律事務所 

KJA 崎先生 
 
 

裁判所調停の件 
1. 裁判所対応 

下記優先で表記 意味無と思います、皆さんで協議してお止めになったら如何ですか。 
2. 推奨対応 

富士重工群馬製作所 人事課 里さんとの協議をお勧めします。 
彼を仲介にし と協議したら会社の信頼度がありますから 10 分くらいの協議で全て

完了でしょう。 
同社の常勤監査役(重役)に、本件 CSR 委員会への付議も含めお願いしました、自動車

ﾒｰｶの沽券にかけて広告どおりの CSR、CG を要求しました。 
動かなければ 最後は 側から必要な指揮を検討します。（但し、伝家の宝刀を抜く

必要は先ず無いと考えています。） 
3. 波及 

CSR 付議時点で関係者（雇用、取引先）の一部はレッドカードを受けると思います、

あれだけチャンス、猶予があったのに無視した自己責任負担は仕方ないですね。 
保険会社もしっかりした三井住友がありますから合併後の日本興亜も不要かもしれま

せん。CSR、CG の時代、ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ多数のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ企業は大変です、古典的な田舎感覚

は無理です。 
 

以上 
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通り魔重工、当り屋保険一味の連携試験をしてみました。　・通り魔重工業　・当り屋保険　・詐欺師の先生一味連携で裁判所に突入。まさかこの時 裁判所まで　「無法・ならず者の番人」、犯罪者一味とは知りませんでした。検察腐敗といい勝負。　(此処は日本国ですが???、でもｵﾘｴﾝﾄの一部だし、外人多いし！）
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・並みの企業群は此処で押切りしません、公文書で虚偽を　捕捉され、後日追及の証拠を握られて押切れば、近年企業の　存続が危うい。（八百長は廃業、日本相撲協会知ってます）・三菱自動車の先例でこの一味学習していないみたいです。　幹部が詫びいれて、車修理の責任取れば綺麗に揉み消して終わり　できたと思うけど。・やはり類似「当り魔営業案件」が多数あり、押付・押切が社内　ﾏﾆｭｱﾙ規定にあるんでしょうね。
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当然、褒め殺し記載、後で役立ちます犯罪被害者、弱者からのｺｰﾎﾟｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ通報ですよ
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うるさいので此処で整理に掛かります。適正。前向きな処理を項目ごとに確認
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ということで、高崎簡易罪犯所の詐欺調停に舞台は変ります。
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この時、権利のある被保険者は存在しない。此処から鮮明な詐欺に手を染める一味反論内容を見ても相手が敗退しないことを予見できない。詐欺犯罪に慣れ切っている。
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一味共犯の高崎簡易罪犯所に聞いてみました当然黙殺です。
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資料　ｋ
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虚偽所有件基づく詐欺申立てに基づき罪犯所が罰則付きと脅して出頭を強制してきました。
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自動車事務所の全部事項証明書記載の所有者と違います。
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便乗修理①被害者側車両のこの高さに傷ありませんが。
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部員上修理②こんな傷、被害者側車両にありませんが。
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作成は事故から１ヶ月以上経過後、笑える。
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当り屋保険の代理店が　被害者の修理屋を騙して入手した資料。







調停申立書に対する反論 
2011 年 9 月 10 日 

 
高崎簡易裁判所御中 
 
事件番号 平成 23 年（ノ）第 36 号 
     債務額確定調停事件 
申立人  井 哲 他 1 名 
相手方   他 1 名 
 

反論の主旨 
申立人 井 陣 が 相手方 に支払うべき損害賠償額は

441,920 円である。 
反論の要点 

乙第 1 号証 の交通事故証明書に記載された下記交通事故に関する申立人の不当

な主張に対して反論申立する。 
1. 発生事故 
（1） 発生日時 平成 23 年 2 月 20 日午後 5 時 8 分ころ 
（2） 発生場所 群馬県高崎市棟高町 1868-11 群馬県道 10 号線 前橋安中富    

岡線 棟高東交差点付近 
（3） 申立人 井 陣が運転する 車両番号 高崎 330 800 が相手方

が運転する車両番号 高崎  に後方から追突した事故 
2. 当事者双方の損害 
（1） 申立人の損害 （乙第 2 号証） 

申立人の修理額は 25万 0089 円を主張するが、乙第 2号証 記載の通り 甲

第 2 号証 中に当該事故に起因しない損傷の修理額の不当な加算が含まれ

ること、甲第 2 号証は見積額の提示のみで修理実施の事実が存在しないた

め、実際の損害額は申立人の主張する金額より相当低いと想定される。 
（2） 相手方の損害額は 44 万 1920 円である （乙第 3 号証） 

内訳 ①車両破損損失修理代    153,330 円 
   ②不稼動時代替車両使用料   75,600 円 
   ③内容証明他費用       32,990 円 
   ④損失費用             180,000 円 

3. 本事故の処理に対する対応、過失割合（乙第 4 号証）（乙第 5 号証） 
 （1）事故処理 

本事故発生時 申立人は任意保険を適用した処理を企てたが、車両入替後  

SHIMODA
テキストボックス
此処で便乗を指摘



  事故発生時までに保険の車両組替手続が行われず、「期限の 30 日以内」を超

過し申立人の車両の任意保険は失効していた。このため申立人と日本興亜損

保㈱間での係争が 1 ヶ月以上継続し車両修理代以外の損失が拡大した。 
  2011 年 3 月 22 日から同係争が収束した模様で、日本興亜損保の 林が代理 
  人と称し相手方（ ）に不合理な要求をもって接触してきた。その後 日本 

興亜損保の契約弁護士 崎が代理人を自称して接触してきた。 
（2）過失割合 
   本件は混雑交差点付近における交通法規違反および重大な過失に起因する一方的な 
   追突事故であり 申立人の過失割合が 10（100％）である。 
   また、申立代理人 崎の主張は 発生場所、車両の走行道路、事故の状況等 架空の 

捏造であり、反社会的且つ不当な主張の中止を強く要求する。 
  (3) 追加的損失 

下記追加的損失については申立人、日本興亜損保および代理人に対し相手

方より最小化のための善意の連絡を繰返したが、申立人と日本興亜損保㈱

間の係争優先で相手方の損失最小化の提案は無視され損失が拡大した。  
尚、下記費用は相手方 と日本興亜損保㈱ 群馬損害保険ｾﾝﾀｰ 

ロセ 間で申立人側が全額支払う協議・合意が済まされている。 
②不稼動時代替車両使用料   75,600 円 
③内容証明他費用       32,990 円 
④損失費用             180,000 円 

4. 反論申立 
以上の経緯に基づき申立人は 申立人の一方的責任に起因する相手方の損失に

対し速やかな弁済支払いを行い、反社会的行動に対し謝罪することを要求し相

手方 は本反論を申し立てる。 
 

証拠書類 
1 乙第 1 号証    交通事故証明書 
2 乙第 2 号証    申立人 甲第 2 号証 に対する反論 
3 乙第 3 号証    相手方（ ）の損害額 
4 乙第 4 号証    過失割合、事故詳細 
5 乙第 5 号証    事故対応の経緯 
6 乙第 6 号証    弁護士 崎送付資料 
7 乙第 7 号証    代替車両借用書 
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通り魔・当り屋ﾔﾒﾛｺｰﾙ　





 
 
申立人 甲第 2 号証 に対する反論 
1.  甲第 2 号証 記載内容 
（1） 撮影日時が事故日から 18 日後であり、その間継続的に走行・使用されていたと推

定する、甲車は大型の高剛性車であり損傷は軽微なものと推定する。 
（2） 甲第 3 号証 修理費明細書は査定額を示したもので、修理の実施については何も記

載されていない、また 、本件に関しては相手方 側には修理連絡がされていない。 
上記 2011 年 03 月 08 日 19：41 の ロセの説明と内容に齟齬が存在する。（「保険

適用が 99％無い」車両の修理査定をなぜ 3 月 9 日 翌日するのか、疑義がある。） 
（3）便乗修理 

下記添付写真①が乙車の追突による損傷部である、これは写真②の甲車ﾊﾞﾝﾊﾟｰ 
損傷部との接触によると推定できる。 
しかし、 
写真③の甲第 2 号証 16 番写真に相当する位置に乙車の損傷が無い。 
写真④の甲第 2 号証 19 番写真に相当する位置は乙車の損傷位置より後方になり 
損傷位置に届かない、また金属ホイールの「齧り損傷」の傷が乙車に無い。 
事から写真③、写真④ に示された損傷は今回の甲車の追突事故に起因していない

ものと判断できる。 便乗修理費を相殺見積に加算することは不当である。 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

① 乙車損傷部 

④ 乙車損傷部 3 別事故起因 
金属同士の接触痕乙車に無 

③ 乙車損傷部 2 別事故起因

傷高さに乙車衝突痕無 

② 乙車損傷部 1 

乙第 2 号証 



（3） 参考：位置関係と接触部位 
 
                                           甲車の進行方向 
 
 
 
 
 

   

タイヤ正面が車体より外に出る、 
従って今回の位置関係でホイルは 
乙車に当らない。（当ってもタイヤが先） 



追突現場　再現写真
甲（加害車両）、乙（被害車両）の衝突痕からの再現写真
（甲車は一回り小型の車両を使用して再現）

写真　R1
相対位置関係
右折のためﾀｲﾔがﾌｪﾝﾀﾞｰから出る
① 甲のﾀｲﾔと乙の接触が無い為、甲は
　　完全に追いかけて追突している。
② 位置関係から甲のホイルは乙に接触して
　　いない。

写真　R2
甲車の運転者から乙車がこの位置に見える。

進行方向の視野に乙車が完全に入る。
追突は故意または重大な過失が原因。
乙車は追突を回避する手段が無い。

写真　R3
追突部を斜め後方から撮影
右折のためﾀｲﾔがﾌｪﾝﾀﾞｰから大きく出る
① 甲のﾀｲﾔと乙の接触が無い為、甲は
　　完全に追いかけて追突している。
② 位置関係から甲のホイルは乙に接触で
　　きない。

写真　R4
追突部を側方から撮影
追突部とﾀｲﾔの位置関係が明確である。

写真　R5
追突部を前上方から撮影
乙車の接触痕範囲からの追突部再現位置
実際の甲車は大型でありﾊﾞﾝﾊﾟｰも大きい。
甲車の前照灯の衝突痕は乙車に無い。
（接触していない。）

写真　R5
追突部を後ろ上方から撮影
乙車の接触痕長さからの追突部再現位置
実際の甲車は大型車でありﾊﾞﾝﾊﾟｰ部も大型
である。
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現実の物理現象を再現



 
 
相手方の損害額 
1. 損害額詳細 

損害額の詳細は下記の通りである 
(1）車両破損損失修理代  ------ 153,330 円 
(2）不稼動時代替車両使用料 ------  @6,300 円 X 12 日 ＝75,600 円 
    （  P2） 
  乙車（相手方車両）は新車購入後 22 ヶ月経過、事故時 53,000 Km 走行して 

いる。乙車は が 拠点、東京都拠点、自宅、空港間を大型の荷物を積載し  
て走行する繁忙な業務用車である、従って同等特性の代車の使用が業務上不可欠 
である。（追突事故等加害車責任が重い事故では 2 週間を目処に相当ﾗﾝｸの代車費用

は通例保険会社が負担している。） 
(3) 日本興亜損保「保険適用可能性無」説明（対 ）に起因する請求権明

確化のための内容証明関連費用、郵送代 ------  31,500 円 
                                             350 円 
                                           1,140 円 
                            小計         32,990 円 
(4) 車両修理対応 依頼・折衝、上記項目対応に関連する下田の損失費用 
  時間単価 15,000 円/時間 X 12 時間 = 180,000 円 
   （時間単価は が業務時顧客に請求する時間単価と同額。） 

上記費用の内車両修理代以外は保険適用可否にかかわらず、申立人側が の 
対応要求に対し適切に対応していれば発生しないか、極少額で済んだ内容である。 

（1）-（4）合計  441,920 円 
       金 四十四萬壱千九百弐拾円也 

2．損失の発生責任 
1 ヶ月間 申立人： 井、自称代理人： ﾙｶﾞ、日本興亜損保 の三者で 任意保険の有効

性、復活に関して係争を継続。その間 の損失最小化提案・要求に対し対応を盥回

しし車両修理大幅遅延、不稼動損失を拡大させた。 
｛通常車両修理に保険を適用する場合保険会社の確認同意無しに修理会社は修理着手

できない。（確認同意無しの場合査定額の差で修理会社と保険会社で係争になる。）｝ 
 
日本興亜損保は下記「 ロセの謝罪、支払合意」に対し全額を支払う義務がある。 

  下記が 2011 年 3 月 8 日の ロセから への連絡である。 
 
 

乙第 3 号証 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

過失割合、事故詳細 

1. 過失割合 

（1） 衝突原因 

   乙第1号証 事故証明書記載の通り甲の追突。甲車は①改造車 ②運転未熟  

③前方、進行方向不確認である。夕刻混雑交差点付近で信号停止中に無理な右折、 

横断強行が事故原因である。 

1) 改造車 

車高変更、各部改造を加えた安全性を落とした車両を運行している。 

視認性、操作性がﾒｰｶ標準車から劣化している。 

2) 運転未熟 

運転経歴が短く、十分安全運転できるレベルに無いものが改造大型車を 

運転する事には無理がある。 

3) 右折は右通行帯の中央線寄りから開始する、左側通行帯上の信号停止 

からの右折は禁止、違反事項である。 

4) 前方、進行方向不確認 

交差点内30m 連続通行区分線 通行帯内は 黄色線で区切られた禁止指示ではない、 

但し交通道徳・慣習として限りなく禁止ｿﾞｰﾝに近い。 

自車の進行方向を全く確認せず追突している、重大な過失または故意が存在する。 

（2） 側 過失割合は無し（ゼロ） 

1） 事故は事故証明書のとおり追突事故。（別冊 判例ﾀｲﾑｽﾞ 16 ---188頁） 

2） 法を犯した行為を行っていない。 

3） 斜め後方の信号停車車両が突然走り出し追突することを予見できない。 

4） 後端から45cm 範囲に隣通行帯 信号停車中の車が 至近距離から発進し 

追突する車両の動きを回避できない。 

 従って 甲：申立人 井の過失責任は10（100％）である。 

 

2. 申立人 井、保険会社側の対応  

（1） 代理人 ﾙｶ”主張 
 代理人を主張する ﾙｶﾞが2011年02月22日「事故の内容はわからないが 
電話で8：2 過失率だと主張した」。 

（2） 崎連絡 「ご通知（受任のご挨拶）」2011年04月28日付 
表記文書で 相手人 車が 申立人 井車に追突する判例を引用し に送付 
してきた。この判例を引用し過失割合は70（ 井）：30（ 様）と主張した。 
この引用によれば、 車が前方を遮った 車に追突したことになり 
今回の衝突と損傷場所が違う（前・後逆）全く根拠の無い主張である。 
 
 
 
 

乙第 4 号証 



 
 

 
 
 
 
 
 
（3） 相手方 の回答 

「判例ﾀｲﾑｽﾞ 16 P188 / 追突」 を根拠に に「相手方 過失無し」を回答した。 

 
 

 
（4） 甲第7号証、 架空、捏造資料 

篠崎は2011年08月25日付で “甲第7号証”を送付してきた。 
記載事項の  
① 事故現場が架空の場所 

篠崎送付資料の場所は 高崎渋川バイパスの片側3車線道路を明示している。 
同日、甲、乙 両車とも 安中方面から前橋に向かって走行しており 
渋川から前橋に向かった事実は無い。 
「甲第7号証」に記載位置はﾓｽﾊﾞｰｶﾞ前方 「菅谷町1243-14」である。 

② 記載された状況も架空であり、ここに記載された事故内容と相手方 が追突 
された事故は無関係である。 

③ 本主張から申立人、代理人は過失率主張の根拠の基本である、事故の事実すら把握せ

ず 単に過失率の数字のみを主張していることが明白である。 

判例ﾀｲﾑｽﾞ 16 P186 /適用困難 

甲

乙

判例ﾀｲﾑｽﾞ 16 P188 / 追突 

今回はｾﾞﾌﾞﾗｿﾞｰﾝ＝反対車線

なのでありえない 

SHIMODA
テキストボックス
当り屋・詐欺一味此処で場所・状況が全く違う別事故捏造



 
 
 

 
 
 
 
 
 
（3） 相手方 の回答 

「判例ﾀｲﾑｽﾞ 16 P188 / 追突」 を根拠に 崎に「相手方 過失無し」を回答した。 

 
 

 
（4） 甲第7号証、 架空、捏造資料 

篠崎は2011年08月25日付で “甲第7号証”を送付してきた。 
記載事項の  
① 事故現場が架空の場所 

篠崎送付資料の場所は 高崎渋川バイパスの片側3車線道路を明示している。 
同日、甲、乙 両車とも 安中方面から前橋に向かって走行しており 
渋川から前橋に向かった事実は無い。 
「甲第7号証」に記載位置はﾓｽﾊﾞｰｶﾞ前方 「菅谷町1243-14」である。 

② 記載された状況も架空であり、ここに記載された事故内容と相手方 が追突 
された事故は無関係である。 

③ 本主張から申立人、代理人は過失率主張の根拠の基本である、事故の事実すら把握せ

ず 単に過失率の数字のみを主張していることが明白である。 

判例ﾀｲﾑｽﾞ 16 P186 /適用困難 

甲

乙

判例ﾀｲﾑｽﾞ 16 P188 / 追突 

今回はｾﾞﾌﾞﾗｿﾞｰﾝ＝反対車線

なのでありえない 



氏　名 井　陣

（電話）

氏　名 運転

（電話） 　

天　候

事故発生状況略図（道路幅をmmで記入）

　平成23年2月20日 午後5時8分ごろ、天候は良好。甲車は改造された普通乗用車、乙車は小型乗用車。

乙車は安中方面から棟高東交差点を右折し高崎方面に向かうため分岐点から第2通行帯を進行、前方赤信号点灯を視認、

停止線停止の為減速徐行し進行した。

　甲車は第1通行帯で　前後の車両とともに停止していたが 右前方をほぼ通過完了した 乙車の存在を

確認することなく、ｺﾝﾋﾞﾆを目指して右折のため急発進し 乙車の斜め後方から追突し、後部ﾊﾞﾝﾊﾟｰ端付近を損傷させた。

 

　

別紙交通事故証明書に補足して上記のとおりご報告申上げます。

平成　　　年　　　月　　　日

甲との関係（　　　　　　　　　） 印

印乙との関係（　　本人 　　　）

交通状況 混 雑

報告者

明 暗

乾燥/良好　路

晴 / 曇

してある

道路状況

夕 方

その他標識

あ　る

事　故　発　生　状　況　報　告　書

番 号

保険証明書

自動車の番号 乙

当
事
者

第　　　　　　　　　　　号 甲 （加害運転者）

（ 被 害 者 ）

上
記
図
の
説
明
を
書
い
て

直線

平旦 見通し
良　い

舗装 歩道

下
さ
い

。

さ れ て い る

事
故
現
場
に
於
け
る
自
動
車
と
被
害
者
と
の
状
況
を
図
示
し
て
下
さ
い

。

あ　る
信号又は標識 信号

甲車両　停止から発進し衝突　　　　乙車両　　信号停止前減速徐行　　　

駐車禁止

速　　　度

（両）

甲車 / 信号停止から発進し追突

乙車前方赤信号減速徐行



XP USER
テキストボックス
現地測量 AUTOCAD 図面ほぼｵﾝｽｹｰﾙ





 事故処理の経緯

 1.　追突事故発生後の対応 一覧表
Ｎo 日　付 内容

1 2011/2/20 日 追突事故発生 井陣　現場で、ｺﾝﾋﾞﾆに信号停車から車線越え発進右折しようとしてｂＢに追突
　

2 2011/2/20 日 帰り道 車 持込 21日修理費　一次見積 　
3 2011/2/21 月 自称代理人 ﾙｶﾞからの連絡

　午前 井任意保険失効 車を入れ替えたが連絡が無かった為期限切れ失効　契約の問題があり
使えるようになる方向で進めている。
夜　 井宅で ﾙｶﾞが協議、結果を22日9：00に連絡との説明

3 2011/2/22 火 ﾙｶﾞからの説明
（電話、が時間内に無いため から確認。）
こちらの電話に ﾙｶﾞが 井8： 2分担を主張　（根拠無）

支払い確約連絡 虚偽 の修理着手はOK, 100：0 は難しいと主張、 支払い最低8割は確約する。
保険が無効でも 井に払わせる。

4 2011/2/26 土 ﾙｶﾞからの連絡
実際は来なかった 虚偽 2／26夕方ゴーが出て月曜日に に行ける、と回答

5 2011/2/26 土 自宅に請求 10：15　 ﾙｶﾞ電話に出ないため、 井宅に連絡
電話に出た祖母に下記3点　メモ伝達を依頼
　　-修理着手する
　　-不稼動分の代車費用請求通告
　　-修理費全額支払い要求

6 2011/2/26 土 夜 ﾙｶﾞに連絡
保険会社に聞かないと判らない、休みなので確認後連絡する。

7 2011/3/4 金 支払い確約再確認 　 ﾙｶﾞか 修理受付の" さん"」に連絡
虚偽 　　　「 ｻﾎﾟ^ﾄの ﾙｶﾞさん保険対応OKとのこと」

8 2011/3/4 金 「 修理受付の" さん"」から日本興亜損保本体への電話確認
保険適用　現状できないとの回答

9 2011/3/4 金 から 宛
請求の事実を明確にするため、先ず修理費用分に関する
請求書類および内容証明郵便発送。

10 2011/3/4 金 日本興亜損保／前橋　 ﾛｾから への電話
支払いが出来るかどうか未だ決まっていない、先々支払えることになれば連絡する。

11 2011/3/8 火 任意保険失効通知 日本興亜損保／群馬損保C ﾛｾから ）への電話
対応遅延謝罪 　-本件保険支払いの可能性無し、極めて困難
保険復活時支払合意 　　社内手続きに時間が相当かかる（1週間では無理、2週以上）

　　理由は社内規則で言えない
　　社内手続きとは支払えない事を社内確認することである。
　－ の説明
　　　保険に関する不具合で が修理を保留した、このため業務用車が使用
　　　できない為の二次損がさらに膨れ修理費より大きい、責任補填すること。
　-　2週以上なぜ現物確認もしないのか
  -  なぜ対応を放置するのか
　-　 ﾙｶﾞとは何者か, 本当の代理店か。
万一保険適用になれば本件係争の責任は 側に全く無いので、
支払額は全て 請求どおり。 領収書は 宛でよい。　ｸﾚｰﾑは一切つけない。

社内確認が完了し保険対応無しが確定すれば保険会社も、代理店も降りる、個人
間の協議になる、本件ほぼそうなる見通し。

修理着手、完了を通告

以後対応全く無し

12 2011/3/20 日 自宅に再度請求 から 自宅に電話 / 父親が替わる
　-　1ヶ月経過しても何も修理対応、処理に有効な対応をしていない、どうするつもりか。

虚偽   -　 父 回答
　　　・保険会社がずっと適正な対応をしている
　　　・保険会社経由の適正な対応になぜ自宅にまで電話するのか、警察を呼ぶぞ

　 　　　・うるさい、自宅に電話するな

13 2011/3/22 月 興亜損保方針が一転 日本興亜損保／群馬損保C　 林から への電話
係争収束の模様 　保険対応することになった、保険会社の条件を先ず出す。

　 ；　既に協議済み　上記事前協議済みどおりの対応で良い。 
　請求全額支払いで ﾛｾ氏電話協議合意済。　（一事不再理、合意を覆す理由が無い）

以下は 林とのやり取りの通り

乙第5号証



2. 追突事故発生後の対応 
1. 申立人、保険会社･日本興亜損保間の係争 

（1）任意保険失効 
昨年 甲車入替後事故発生日迄 30 日以上を経過し任意保険は失効。 
同業の「三井住友海上保険」「あいおい損保」担当に見解を求めた、その内容を下

記に参考に示す。（両社共通） 
 
 
 
 
 
 

 
 
（2）日本興亜損保 / 代理人 崎の連絡は下記であり見解の相違が大きい。 

日本興亜損保の社内統制上の課題で問題を発生させ事故の処理を遅延させた。 
 

 

 
 
 
 
 
 

① 車のことは必要事項が車検証に明記されている。 
② 保険のことは自賠責も任意保険も保険証に明記されている。 

両者とも即時、その場で有効性は誰が見ても判断できる。 
③ 保険金不払問題以降、業界の社内統制は厳密であり即時有効でない 

保険を 1 ヶ月以上経過してから復活することはありえない。 
       万一、発生・発覚すれば経営者が監督官庁から責任を問われる。 

SHIMODA
テキストボックス
此処も嘘、任意保険失効ではなく不存在だった。





（3）申立人、保険会社 の対応 
1） 車両入替後 30 日以上経過し任意保険は失効。（代理店 ﾎﾟｰﾄ ﾙｶﾞが電話で下

田に 2011 年 02 月 21 日説明） 
2） 保険代理店、保険会社は失効の確定手続きを進めた。 
3） 申立人、保険会社の係争後、約 1 ヶ月後に失効した保険をよみがえらせた。 
4） この間、代理店 ｶﾞから に相手方被害車両の修理を電話発注したまま

無視。（ は発注を電話で ﾙｶﾞから受けている。） 
5） 日本興亜損保 ロセは「任意保険は失効」の連絡とともに、長期間「 井-日本興

亜間の揉め事で」 へ対応が酷いことを謝罪した。 その際、万一復活時には被

害車両修理費、代車、その他 2 次損まで要求どおり支払うと説明、同意・支払合意

した（但し、復活は 99％以上無く、100％無いことの社内確認手続き中と説明した）。 
 

 
 
6） 2011 年 03 月 22 日失効保険を再生した模様で、保険担当者を ﾛｾから 林に変更、

謝罪・支払い合意、経緯を踏み倒し、振出からの交渉を要求してきた。 
経緯を無視した一方的な興亜損保側の対応に対し は首尾一貫した対応をした。 

7） 林が交渉を打切り、不明な 4 人目の自称代理人 弁護士登場、全く状況の当ては

まらない判例引用、高圧的な交渉を要求してきた。 
8） 本件の自称代理人 4 名は連絡・関連文書が来る度に主張、説明の主旨が振れ、信用

に値せず、社会常識上交渉の当事者と認識できない。 
下記に代理人 崎の送付資料の見出しを添付する。  

左記⑫ が ﾛｾからの着信記録 
電話番号 027-221-1143 
は日本興亜損保 群馬損害保険ｾﾝﾀｰ 
の番号と一致した。 



SHIMODA
テキストボックス
場違いなﾊﾟﾀｰﾝ押付け要求









SHIMODA
テキストボックス
全部嘘、主張に事実が皆無「無法事務所」とか「詐欺師」事務所に名前変えれば良いのに。





SHIMODA
テキストボックス
社員の存在確認、後で電話で社員であることを認めてきた。（返せ返信封筒の切手８０円。）



SHIMODA
テキストボックス
通り魔重工業 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの第１回目　ﾃｽﾄ ---- 劣悪「社員の交通安全教育のﾃｷｽﾄ、徹底」とWEB 広告、今回は何だ　 ･　ｼｬｺﾀﾝ、黒ﾌｨﾙﾑ    ・ 任意保険無    ・ 実質当て逃げだって企業ぐるみ、通り魔営業だからｺｲﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ無しの指摘受けは論外。（「完全な黒、無法会社だぞ、それがどうした」ということでしょうね多分）



送付状 

                              平成 23 年 9 月 23 日 
高崎簡易裁判所 A 係 
裁判所書記官 青山 孝殿気付 
事件番号 
平成 23 年（ﾉ）第 36 号 
債務額確定調停事件 
調停御担当 御中 
 
                            370
                            群馬県  
                            

 
資料送付の件 

事件番号 
平成 23 年（ﾉ）第 36 号 
債務額確定調停事件 

に関する平成 23年 8月 31日 調停期日対応時に調停御担当から指示を受けた提出書類の追

加分送付、提出させていただきます。 
調停御担当への提出をお願いいたします。 
 
提出文書名 調停申立書に対する反論  
 

乙第 8 号証 



 
 
 

2011 年 03 月 08 日 19：41 着信 
日本興亜損保 群馬損害保険ｾﾝﾀｰ ロセの電話 

通話記録 

 
 
Ｓ：  
Ｈ：日本興亜損保 ロセ 

S1 はい、 です 
H1 日本興亜損保 群馬損害保険ｾﾝﾀｰの ロセです。 

S2 今車運転中なのでこのまま、2-3 分待ってください、公園駐車場に入れますから。 
はい、公園駐車場に入れて車 停めたので OK です、続けてください。 

Ｈ2 井の交通事故の件で連絡を 

S3  1 ヶ月近く何も対応してませんけど酷いな、どうしてくれるんですか。 
なんで、こんなに時間がかかるんですか。 

S4 ﾙｶﾞとかいう訳の判らない「代理店」 と言う奴が電話してきたけど、修理前の確認はすっ

ぽかすし、8 割支払いは保証すると に電話発注したまま放出しですけど。 
S5 これ本物の代理店ですか。 
H3 ﾙｶﾞは確かにウチの代理店です。 

S6  最低 8 割支払保証の電話発注は有効ですよね、合意形成すれば電話でも発注完了、支払い

義務がありますよね。 
H4 はい、そうですか それは困りました、任意保険が 99% 以上適用・支払いできない。 

  代理店は保険会社と同じだからそこが払うと連絡すると保険会社が言ったのと同じで発注

になります。 

S7  99％以上支払いできないって、 ﾙｶﾞの言うとおり保険失効という事ですよね。 
H5  社内規則ではっきり申し上げられませんが、任意保険が 99% 以上適用・支払いできない

ということです。 

S8  残りの 1%でﾘｶﾊﾞｰはありうるんですか。 

左記⑫ が ﾛｾからの着信記録 
電話番号 027-221-1143 
は日本興亜損保 群馬損害保険ｾﾝﾀｰ 
の番号と一致した。 
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H6 今社内で確認中です。 

S9  確認ってもう 1 ヶ月もやってて、いい加減で決まるでしょう、すぐ決めてくださいよ。 
H7  いや 1 週間ではとても無理です、2-3 週以上かかります。 

S10  は、まだそんなに掛けてやるの、酷いな。 確認は復活のための確認ですか。  
Ｈ8 いえ、完全に 100％駄目なことの最終確定手続きです。 

S11 と言うことは復活可能性は無いということ。 
H9  ほぼ確実にそうなります。支払い不可の時は保険会社は完全に降ります。あとは、個人間

の話、保険会社も代理店も何も知りません。 

Ｓ12 でも電話発注分の支払い義務がある。 
事故後 修理前立会だけすれば 3-4 日で修理完了できたものを、何故放置したんですか。

2 週間以上修理完了せず、最後はこれ以上損できないから の個人支払い保証入れて修

理しました、損失甚大ですけど。大損出るのがわかっていて放置したでしょう。何故判っ

ていて立会いしなかったんだよ。 あのままだとまだ修理着手も出来ていないはずだ。 
S13 今回の任意保険の揉め事に は関係・責任あると言いますか。 
H10 いえ、単純に 井と保険会社間の不具合なので、 さんは全く無関係、大変ご迷惑をお

かけしています、申し訳ありません。 

Ｓ14 迷惑レベルが違う、でどうしてくれるんですか。 
Ｈ11 修理費査定は さん宛どおり、あとで高い、安いは言わず請求どおりに支払います。 領

収書も さん宛で OK です 査定レベル差の件は言いません。 

S15  代車費用も出てますけど、仕事用の足を取られちゃ話にならない、支払い OK です 
よね、酷いことするから、修理屋に何度も出向いたり対策資料書いたり、すごい手間 
ですよ 2 次損 週あたり 5 万円以上発生ですけど。これも請求出しますから。 
支払いはいいですよね。 

H12 多分保険会社は無関係になりますけど、適用のときはいいです、請求どおりに支払います。

全てこちら側の責任ですから。 

S16 再度確認しますよ、いいですか。 保険が適用になった場合は 
  修理費、代車費用、2 次損失これらを からの請求どおりに支払う、こ

れで間違いないですね。 
H13 はい、いいです。多分保険会社は無関係になりますけど。 
S17 とにかく早く対応してくださいよ、支払いの件は再確認しましたから。 
Ｈ14 できるだけ早く対応します。 

                                                                       通話完了 
通話時間 19:45 開始 20:10 完了 
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